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八百津町福祉の概要

Ⅰ 高齢者福祉 （平成２１年４月１日現在）

１．高齢者等の概要

１）八百津町の人口

ア）人 口 １２，７９０人 世帯数 ４，３３９世帯
男 ６，２０５人 女 ６，５８５人
（外国人登録者数 男 ３２人 女 ６７人 計９９人 世帯数６２世帯）

イ）地区別人口（錦織は八百津地区に含まれています。以下同じ。）（単位＝人・％）

区 分 八 百 津 伊 岐 津 志 和 知 久田見 福 地 潮 南 合 計

男 2,127 1,014 1,861 728 213 262 6,205

女 2,342 1,089 1,878 775 222 279 6,585

4,469 2,103 3,739 1,503 435 541 12,790
計 (4,595) (2,094) (3,738) (1,539) (456) (570) (12,992)

△ 126 9 1 △36 △21 △ 29 △202

()は平成20年4月1日現在の数値
ウ）老人（６５歳以上）人口 ３，９６８人 （総人口に占める割合 31.02 ％）

(20年度の割合 30.67 ％)

エ）６５歳以上人口の地区別状況 （単位＝人・％）

区 分 八 百 津 伊 岐 津 志 和 知 久田見 福 地 潮 南 合 計

男 657 224 397 256 72 97 1,703

女 929 293 506 325 96 116 2,265

計 1,586 517 903 581 168 213 3,968

人口に占 % % % % % % %
める割合 35.49 24.58 24.15 38.66 38.62 39.37 31.02

２）在宅ひとり暮らし老人 (６５歳以上)の数 ３２３人

在宅ひとり暮らし老人の地区別状況 （単位＝人）

区 分 八 百 津 伊 岐 津 志 和 知 久田見 福 地 潮 南 合 計

男 ３１ ７ １０ １３ ５ ７ ７３

女 １２１ ２４ ３２ ３８ １７ １８ ２５０

計 １５２ ３１ ４２ ５１ ２２ ２５ ３２３

２．町内福祉施設

ア）養護老人ホーム蘇水園 町営 定員 ５０人 昭和３１年設置
入所者数(4/1) 町内２２人 町外１２人 合計３４人

イ）特別養護老人ホーム敬和園 法人 定員 ７０人 昭和５５年設置
入所者数(4/1) 町内６０人 町外１０人 合計７０人

ウ）デイサービスセンター
①八百津町デイサービスセンター 錦 織地内 平成 ４年５月開始
②八百津町東部デイサービスセンター 久田見地内 平成１０年４月開始
エ）八百津町福祉センター（夢広場ゆうゆう） 平成１９年４月開始
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３．介護保険制度

介護の問題や老後の不安を解消するために、介護を社会全体で支える体制をつくり、介護が必
要になったら、住み慣れた地域で必要な人の希望を尊重した総合的な介護サービスを提供します。
ア)対象者
６５歳以上の人（第１号被保険者）と、４０歳以上６５歳未満で職場の健康保険や国民健康保
険などの医療保険に加入している人（第２号被保険者）が対象となります。
イ)保険料
６５歳以上の人（第１号被保険者）の保険料は所得（７段階区分）に応じて八百津町が定めま
す。また、４０歳以上６５歳未満の人(第２号被保険者)の保険料は加入している医療保険の保
険料（税）と一緒に支払います。
ウ）サービスの利用方法
①要介護認定の申請
介護保険サービスを利用する本人や家族が要介護認定申請をすると、介護認定調査員の訪
問調査と主治医意見書に基づき、一次及び二次の判定を経て７段階の要介護度が決まります。
②介護サービス計画の作成
施設サービスを利用する場合には、入所・入院を希望する施設に直接申し込んでください。
居宅サービスを利用する場合は、居宅サービス計画作成を専門とする介護支援専門員（ケ
アマネジャー）にご相談ください。なお、ご自分で作成することもできます。

エ）利用料
原則として費用の1割を自己負担することになっています
※サービスの種類によっては、費用の1割負担のほかに別途負担が必要なものがあります。

オ）サービスの種類

・訪問介護（ホームヘルプ）・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーショ
在宅サービス ン・通所介護（デイサービス）・通所リハビリテーション（デイケア）・福祉用

具貸与・短期入所生活介護・短期入所療養介護・福祉用具購入費の支給・住宅改
修費の支給・居宅療養管理指導・特定施設入所者生活介護・認知症対応型共同生
活介護（グループホーム）

施設サービス ・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）・介護老人保健施設（老人保健施
設）・介護療養型医療施設（療養病床を有する病院等）

４．在宅福祉対策（介護保険対象外サービス）

１）ふれあい型配食サービス事業（町社会福祉協議会事業）

在宅の６５歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、重度障がい者世帯に対し安否確認やボ
ランティア等とのふれあいを目的にした配食サービスを行います。
ア）対象者 ６５歳以上のひとり暮らし高齢者及び概ね妻が８０歳以上の高齢者世帯、重度障が

い者世帯
イ）内 容 配食サービス（月２回実施）
ウ）利用料 一部負担有り

２）軽度生活援助事業 （町社会福祉協議会事業）

在宅のひとり暮らし高齢者等に軽度な日常生活上の援助を行い、自立した生活の継続を可能に
するとともに、要介護状態への進行予防を図ります。

ア）対 象 者 概ね６５歳以上のひとり暮らし老人、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世
帯に属する高齢者

イ）内 容 軽度な日常生活上の援助
ウ）利用回数 原則として週１回、１回当たり１時間
エ）利 用 料 １，１４５円（１回当たり）
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３）生きがい活動支援通所事業 （社会福祉法人双和会委託事業）

介護保険の要介護認定で「自立」と認定された高齢者で、家に閉じこもりがちな者にデイサー
ビスセンターにおいて日常動作訓練等のサービスを提供し、要介護状態への進行予防を図ります。
ア）対 象 者 介護保険の要介護認定で「自立」と認定された高齢者
イ）内 容 入浴、食事、日常動作訓練、健康チェック等
ウ）利用回数 原則として週１回
エ）利 用 料 ２，８１０円（１回当たり）基本利用料、入浴、食事代を含む
オ）利用施設 ・八百津町デイサービスセンター (八百津・伊岐津志・和知地区)

・八百津町東部デイサービスセンター (久田見・福地・潮南地区)

４）老人短期保護事業 ＝上乗せ分＝ （社会福祉法人双和会委託事業）

介護保険の要介護認定で「要支援」から「要介護４」と認定された高齢者等で、介護保険制度
による短期入所利用を優先し、その利用限度を越えた場合に短期入所を利用できます。

ア）対 象 者 介護保険の要介護認定で「要支援」から「要介護４」と認定された方
イ) 利用料 ２，４４０円 ～ ４，７５５円
ウ）滞在費 ３２０円 ～ １，１５０円
エ）食 費 朝食３６０円 昼食５５０ 夕食４７０円

５）生活管理指導短期宿泊事業 （蘇水園ショートステイ）

介護保険の要介護認定で「自立」と認定された高齢者等で、基本的生活習慣が欠如している高
齢者や体調を崩している高齢者を一時的に養護します。

ア）対象者 介護保険の要介護認定で「自立」と認定された高齢者等
イ）期 間 原則として１回の利用につき７日間以内
ウ）利用料 １，９０５円（１日当たり）

６）独居老人等緊急通報装置貸与事業

ひとり暮らし老人に対し、緊急通報装置（安心ＳⅢ）を貸与し、隣人、家族等の協力を得て老
人の健康保持と生活の安定を図ります。

ア）対象者 ひとり暮らし老人及びこれに準ずる老人で低所得者
イ）貸与品 ＮＴＴ緊急通報装置
ウ）利用料 無料
エ）台 数 既設置 １９４台（平成２０年度末）

７）ねたきり老人等日常生活用具給付事業

ねたきり老人、ひとり暮らし老人等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活上
の便宜を図ります。
ア）対象者及び対象用具
日常生活用具 対 象 者 性 能 基準額

ねたきり老人、ひとり 屋内の火災を煙又は熱により感知し音
火災警報機 暮らし老人等 または光を発し、屋外にも警報ブザー 15,500円

で知らせることができるもの
室内温度の異常上昇または炎の接触で

自動消火器 同 上 自動的に消化液を噴射し初期火災を消 30,900円
化することができるもの

心身機能の低下に伴い 電磁による調理器であって、老人が容
電磁調理器 防火等の配慮が必要な 易に使用することができるもの 41,000円

ひとり暮らし老人等
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イ）給付額
上記の基準額から、下記の利用者負担額を控除した額を給付する。

利 用 者 世 帯 の 階 層 区 分 利用者負担額

Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯（単給世帯を含む） 0円

Ｂ 生計中心者が前年所得税非課税世帯 0円

Ｃ 生計中心者の前年所得税課税年額が 5,000円以下の世帯 16,300円

Ｄ 生計中心者の前年所得税課税年額が 5,001円以上15,000円以下の世帯 28,400円

Ｅ 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯 42,800円

Ｆ 生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯 52,400円

Ｇ 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯 全 額

８）いきいき住宅改善助成事業（岐阜県高齢者いきいき住宅改善助成事業）

在宅の要援護老人のための住宅を改善整備するための資金援助を行ないます。
ただし、介護保険制度が優先されます。

ア）対象者 ６５歳以上の要援護老人または認知症老人及びこれらと同居する者。
イ）内 容 既存住宅の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、廊下または必要と認める設備、

構造等を改善するために要する経費。
ウ）助成額 最高７０万円 （※他制度を含む）

助成対象経費と７０万円のいずれか低い方の額に、費用負担率を乗じて算出した額を
差し引いて助成します。

世 帯 階 層 区 分 費用負担（％）

Ａ 生活保護・生計中心者が前年所得税非課税世帯 ０

Ｂ 生計中心者が前年所得税課税年額15,000円以下の世帯 ２０

Ｃ 生計中心者が前年所得税課税年額15,001円以上70,000円以下の世帯 ４０

９）ねたきり老人等介護用品支給事業（介護保険地域支援事業）

ねたきり老人等（要介護１～５）に対し、介護用品を支給し生活の安定を図ります。

ア）対象者 概ね６５歳以上のねたきり老人等（要介護１～５）で、紙おむつ等を利用し
ている者及びその家族

イ）助成額 世帯の前年度市町村民税額によって区分

一月当たり交付枚数
階 層 区 分

月 額 助 成 額

Ａ ・要介護度が４及び５の者が属する生活保護法による被保護世帯 ５枚
及び当該年度市町村民税非課税世帯 ６，２５０円
・Ａ階層以外の生活保護法による被保護世帯及び当該年度市町村民

Ｂ 税非課税世帯 ２枚
・当該年度市町村民税所得割非課税世帯
・当該年度市町村民税所得割課税額６万円未満の世帯 ２，５００円

Ｃ ・当該年度市町村民税所得割課税額６万円以上２０万円未満の世帯 １枚
１，２５０円
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10）家族介護教室 （町社会福祉協議会委託事業） 介護保険地域支援事業

介護が必要な高齢者の家族及び近隣の援助者等が介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等
についての知識・技術等を習得するための講座を開催します。

ア）対象者 介護が必要な高齢者の家族及び近隣の援助者等

イ）開 催 年２回程度

11）福祉用具貸与事業 （町社会福祉協議会事業）

老齢・疾病等で寝起き移動が不自由な方に自宅で使用する福祉用具を貸与します。

ア）対象者 町内の寝起きや移動が不自由な方及び身体障がい児（者）
（介護保険の適用となる方は、短期の貸出しのみ可能）

イ）貸与用具 ・特殊寝台（電動式２モーター）・エアーマット・車いす・松葉杖
ウ）利用 無料（但し、特殊寝台・エアーマットについては、返却の際にクリーニング代

のみ負担いただきます）

12）独居老人のつどい事業 （町社会福祉協議会事業）

ひとり暮らしの高齢者同士の交流と生きがいづくりを目的としたバス旅行（日帰りと１泊を毎
年交互に開催）を行います。

ア）対象者 町内のひとり暮らし高齢者
イ）実施時期 １０月頃
ウ）費 用 一部自己負担が必要

13）いきいきサロン事業

地域の老人クラブを中心にして、住民団体、ボランティア等とも連携して、高齢者が地域の集
会所等に集まって楽しいひと時を過ごすことにより、独居等の閉じこもり症候群の予防、生きが
い対策の推進を図ります。

ア）対象者 ひとり暮らし高齢者等
イ）内 容 折紙、法話、ゲーム、子どもとのふれあい、童話合唱等
ウ）開 催 月１回程度

14）家族介護者交流事業 （町社会福祉協議会委託事業）介護保険地域支援事業

高齢者を介護している家族に対して、介護から一時的に解放し、介護者相互の交流会に参加する
など心身のリフレッシュを図ります。

ア）対象者 高齢者を介護している家族
イ）内 容 日帰り旅行等

15）地域包括支援センター事業

地域住民が、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう、地域住民の心
身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助をおこなうことによりその保健医療の向上及び福
祉の増進を包括的に支援します。
業務内容
ア）介護予防事業に関するケアマネジメント
イ）新予防給付に関するケアマネジメント
ウ）総合相談支援及び権利擁護
エ）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
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16）老人クラブ活動助成事業

老人クラブ活動に助成し、生きがいづくり、健康づくりを図ります。
ア）対 象 a町老人クラブ連合会活動事業 １組織

（９０円×会員数＋２４万円＋６０万円）
b各地区単位老人クラブ活動事業 ３０団体
（平等割＋会員割 ３０団体）

Cヤングオールド活動費（高齢社会活性化事業）
（３０，０００円×３０クラブ）

老 人 ク ラ ブ 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

単位クラブ数 ３０ ３０ ３０ ３０

会 員 数 ２，８７８ ２，７７４ ２，７２６ ２，６２５

加 入 率 ７３．５％ ７０．４％ ６８．２％ ６５．９％

Ⅱ 児 童 福 祉

１．保 育 園

児童の保護者が居宅内外で労働したり、病気及び身体に障がいを有する同居の親族を介護したり
して保育できないとき、保護者に代わって保育します。

ア）保育園の入所児童数

保育園名 定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合 計 備 考

八 百 津 120 0 4 6 12 37 24 83

錦 津 80 0 2 4 12 19 23 60

久 田 見 45 0 0 5 6 11 9 31

潮 南 30 0 0 0 1 1 2 4 へき地保育園

和 知 90 0 1 7 22 24 36 90 私立

管 外 - 0 0 1 1 2 2 6 4園

合 計 365 0 7 23 54 94 96 274

イ）保育時間
①原則８時間 平 日 午前８時００分～午後４時００分

土 曜 午前８時００分～正午
②延長保育
八百津・和知 平 日 午前７時００分～午後７時００分

土 曜 午前７時００分～正午
錦津・久田見 平 日 午前７時３０分～午後６時００分

土 曜 午前７時３０分～正午

ロ）一時保育
八百津保育園・和知保育園

１日の利用料

３歳未満 ３歳以上

４時間以内 1,２００円 1,０００円

４時間以上 ２,０００円 1,８００円

※給食費は実費徴収となります。
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ウ）保育料

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴 収 月 額

階層区分 定 義 ３歳児未満 ３歳児以上

第１階層 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む） 円 円
0 0

第２階層 第１階層及び第４～第７階層を除 市町村民税非課税世帯 8,000 6,000
き前年度分の市町村民税の区分が

第３階層 次の区分に該当する世帯 市町村民税課税世帯 16,000 13,500

第４階層 40,000円未満 25,000 17,500

第１階層を除き、前年分の所得税 40,000以上
第５階層 課税世帯であつてその所得税の額 103,000円未満 44,000 21,000

の区分が次の区分に該当する世帯
103,000円以上

第６階層 413,000円未満 46,000 22,000

第７階層 413,000円以上 48,000 23,000

※平成21年4月1日現在満３才以上のお子さんで第二子は10％軽減、第三子以降は無料となります。

２．バス通園児童助成事業

町内に住所を有する児童で、町立の保育園または、学童保育へ自主運行バスを利用して通園する
児童に対して助成します。

ア） 助成方法
バス定期券を交付（最寄りのバス停から保育園、ファミリーセンターまで）

イ） 保護者負担額（最高額）
１月当たり１，５００円（２人目からは１人につき７５０円）

３．児 童 手 当

家庭生活の安定と、児童の健全育成と資質の向上図る。１２歳到達後最初の３月３１日までの
間にある児童を扶養している方に支給されます。

ア）支給対象者
１２歳到達後最初の３月３１日までの間にある児童（小学校第６学年修了前の児童）を養育
している人に支給されます。ただし、前年（１月から５月までの月分の手当については前々
年）の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。
イ）手当の額
①１，２人目の児童 ３才未満 月額１０，０００円（３才以上月額５，０００円）
②３人目以降の児童 １人につき月額１０，０００円

ウ）支給時期
① ２月 ６月 １０月の３回に分けて支給

４．児童扶養手当

父親と生計を同じくしていない１８歳未満の児童を監護する母親、または母以外の養育者で所
得が一定の額未満の方に支給されます。ただし、国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金が受
けることのできる人には支給されません。認定請求は支給要件が平成15年3月31日以前の方は５年
を過ぎると請求できません。また、支給要件が平成15年4月1日以降の方は請求期限はありません
ので、現在所得が一定以上ある場合でも受給資格の認定を受けておくことが必要です。
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ア）対象者となる児童
①離婚した後、母と生活をしている児童
②父が死亡した児童（遺族年金等受領者は対象外）
③父が障がい（重度）の状態にある方
④１年以上にわたり、父が法律により拘禁されている児童
⑤１年以上にわたり、父が生死不明の児童
⑥１年以上にわたり、父から遺棄の状態にされている児童
⑦婚姻によらないで生まれた児童

イ）手当の額
①児童１人の場合 ４１，７２０円
②児童２人の場合 ４６，７２０円 （３人目以降は３，０００円プラス）
所得が限度額以上ある場合は、手当の全額あるいは一部が支給停止されます。
③支給月 ４月 ８月 １２月の３回に分けて支給

５．児童虐待防止等相談業務

保護や支援を必要とする児童について、状況の的確な把握及び情報の提供を行うとともに家庭
その他からの相談業務に応じ、必要な調査及び指導を行っています。

６．学童保育業務委託（親の会に業務委託）

学校終了後の放課後（長期休暇等）に家庭に親等が不在の児童（留守家庭児）の保護者等が
「親の会」を組織し、留守家庭児童の健全育成事業を行っています。
①入所条件
放課後（長期休暇等）家庭に児童を保護する人がいない原則小学３年生までの児童

②費用 入会金 １人 １，０００円
会 費 月額 ５，０００円
長期休暇の場合は １日 ５００円

③バス通園の場合の保護者負担（最高額）
１月当たり１，５００円（２人目からは１人につき７５０円）

④開設場所 福祉センター、錦津出張所

７．乳児育児用品等購入費助成事業 （町社会福祉協議会事業）

町内の若い世代の子育てを支援するとともに、子供の健やかな成長に寄与することを目的とし
て、乳児の育児用品の購入費用を助成します。

ア）対象者 町内の満１歳未満の乳児を養育されている方
イ）助成額 乳児１人につき10，000円以内（助成は乳児１人につき１回限り）

但し、3人目以降の乳児に対しては30，000円以内
ウ）対象用品 紙おむつ、おむつカバー、粉ミルク、離乳食 （町内での購入に限ります。申請

には領収書が必要）

８．仲よし親子のつどい （町社会福祉協議会事業）

母子・父子家庭の親子のふれあいと相互の交流を目的とした日帰りのバス旅行を開催します。

ア）対象者 町内の母子・父子家庭（子供が高校生以下）
イ）開催時期 ８月中旬頃
ウ）費 用 一部自己負担が必要

９．新入学児童・生徒の激励 （町社会福祉協議会事業）

母子・父子家庭の子どもが小学校、中学校へ入学する際にお祝金を贈り激励します。
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10.子育て支援センター （福祉センター２階）

未就園児のお子さんと子育てをされている方が利用できる遊びの広場です。
子育て相談も実施しています。
電話相談は、毎月第２・４金曜日、正午から午後４時まで。
電話番号は、４３－２１１６（自動音声）つづけて内線番号２５８２をダイヤルして下さい。

場所 福祉センター２階
開設日 月曜日～金曜日（土日祝日はお休みです。）

午前８時３０分から午後５時１５分
飲食（弁当、おやつ）も可能です。

Ⅲ 障がい者（児）の福祉

１．身体障害者手帳の交付

身体障がい者が、各種の援護を受けるために必要な手帳で、障がいの程度により１級から６級
まであります。等級は診断書により指定医師の意見を参考に知事が決定します。
ア）交付条件
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、上肢、下肢、体幹、心臓、肝臓、呼吸
器、ぼうこう又は直腸若しくは小腸の機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障が
いがあるため、日常生活が著しく制限を受けている方。
イ）手続き
①県知事の指定した医師の診断書
②写真１枚（上半身、無帽、無背景、タテ４㎝×ヨコ３㎝）
③印鑑

ウ）援助制度
税の減免、医療の助成、鉄道・バス運賃の割引、補装具（車椅子等）の給付、更正医療、日
常生活用具の給付等が受けられます。（障がいや等級によって内容が異なります）

２．療育手帳の交付

知的障がい児（者）が、各種の援護や相談を受け易くするため療育手帳が交付されます。
ア）障がいの程度
Ａ１（最重度） Ａ２（重度） Ｂ１（中度） Ｂ２（軽度）

イ）手続き
①写真１枚（上半身、無帽、無背景、タテ４㎝×ヨコ３㎝）
②印鑑

ウ）援助制度
税の減免、医療の助成、鉄道・バス運賃の割引、ＮＨＫ受信料の減免等が受けられます。
（障がいや程度によって内容が異なります）

３．精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障がいの状態にある方が、各方面の協力により各種の支援策を講じ易くし、社会復帰や自立
と社会参加の促進をはかることを目的に交付されます。
ア）障がいの程度
１級から３級まで

イ）手続き
① 医師の診断書添付による申請 ③写真１枚（上半身、無帽、無背景、タテ４㎝×ヨコ３㎝）
② 年金証書等の写しの添付による申請 ④印鑑
市町村及び保健所を経由して知事に申請

ウ）援助制度
税の減免、医療の助成等が受けられます（障がいや程度によって内容が異なります）
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４．自立支援医療費（精神通院）の助成

精神障がい者のうち、入院治療を要しない方は通院することによって、医療を受けることが出
来ます。この通院医療を促進し、なおかつ適正医療を普及させるためにその医療費に要する費用の
内「医療保険分と医療費の１０％」を除く費用を公費で負担する制度です。
◎ 手続きは申請書及び診断書を市町村及び保健所を経由して知事に申請

５．障害基礎年金

２０歳以上で国民年金法に定める程度の障がいを有し、次のいずれかに該当する方。
ア）２０歳になる前に怪我や病気で障がいとなった方。
イ）国民年金に加入中に、怪我や病気で障がいとなった方。ただし、その障がいの初診日以前に
加入期間の３分の２以上の保険料を納めていることが必要です。
障がい認定時初診日から１年６ケ月を経過した日に定められた障がいの状態であるか、または
６５歳に達するまでにその状態となったときに認定されます。
①支給制限 他の公的年金との併合は原則としてされません。
（18年4月より老齢厚生年金と併給が可能となりました。）

②年 金 額 １級 年額 ９９０，１００円 ２級 年額 ７９２，１００円
※ 年金受給者に生計を維持している子がいる場合、第１、２子１人につき２２７，９００円
第３子以降７５，９００円が加算されます。

６．特別児童扶養手当

精神障がい又は身体に障がいがある２０歳未満の児童を監護する方に対して、所得が一定の額
未満の場合支給されます。
ア）対象となる児童 ①身体障害者手帳１～３級及び４級の一部所持者

②療育手帳Ａ１・Ａ２・及びＢ１所持者
イ）手 当 ①１級 月額 ５０，７５０円

②２級 月額 ３３，８００円
４月・８月・１２月 年３回支払

７．特別障害者手当

２０歳以上で精神障がい又は身体に重度の障がいがあって日常生活において常時特別の介護が
必要な障がい者（障がいが二つ以上ある者）が在宅してる場合手当が支給さます。ただし、所得
が一定以上の場合は支給されません。
ア）手 当 月額 ２６，４４０円

２月・５月・８月・１１月 年４回支払

８．障害児福祉手当

２０歳未満で重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時介護が必要な障がい児が
在宅している場合に支給されます。但し、所得が一定以上の場合は支給されません。
ア）手 当 月額 １４，３８０円

９．心身障害者扶養共済制度

心身障がい児（者）の保護者が相互扶助の精神に基づいて、生存中に一定の掛金を納付し保護
者が万一死亡したとき、または重度障がいになったときに、残された障がい者に対して年金が支
給されます。なお、１人の障がい児（者）について２口まで加入できます。

ア）対象者 ①知的障がい児（者）
②身体障がい児（者） 身体障害者手帳１～３級所持者
③知的障がい又は身体に永続的な障がいを有する児（者）
以上、いずれかの障がいがあり、将来独立自活することが困難であると認められる
方。
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イ）加入できる保護者
心身障がい児（者）を扶養している保護者（父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母等）
①県内に住所を有する者
②６５歳未満の者（４月１日現在）
③特別の疾病又は障がいがない者

ウ）年金の支給
加入者が死亡しまたは重度障がいとなったときは、その月から心身障がい児（者）に対し、
次のような年金が支給されます。
①２口加入者 月々 ４０，０００円（年額４８万円）
②１口加入者 月々 ２０，０００円（年額２４万円）

エ）掛金の額（月額） ※ 年令は、毎年４月１日における満年令
〔新規加入者〕

～ ３４歳 ９，３００円 ５０歳 ～ ５４歳 １８，８００円
３５歳 ～ ３９歳 １１，４００円 ５５歳 ～ ５９歳 ２０，７００円
４０歳 ～ ４４歳 １４、３００円 ６０歳 ～ ２３，３００円
４５歳 ～ ４９歳 １７，３００円

10．いきいき住宅改善助成事業

身体障がい者のための住宅を改善整備するための資金援助を行ないます。ただし、介護保険制度
が優先されます。

ア）対象者
身体障害者手帳１、２級の下肢障がい者、体幹障がい者、視覚障がい者、又は内部障がい者
で身体障害者福祉法上の助成制度によって車椅子の交付を受けている方、療育手帳最重度（Ａ
１）重度（Ａ２）の方
イ）内 容 既存住宅の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、廊下または必要と認める設備、

構造等を改善するために要する経費。
ウ）助成額 最高７０万円 （※他制度を含む）

助成対象経費と７０万円のいずれか低い方の額に、費用負担率を乗じて算出した額
を差し引いて助成します。

世 帯 階 層 区 分 費用負担（％）

Ａ 生活保護・所得税非課税世帯 ０

Ｂ 所得税年額15,000円以下の世帯 ２０

Ｃ 所得税年額15,001円以上70,000円以下の世帯 ４０

11．障害者有料道路割引制度 （高速道路通行料金半額に割引）

ア）障がい者１人（身体・知的）に対して申請車両１台が割り引き対象
イ）対象者 ① 本人運転の場合は全ての身体障がい者（手帳所持者）

② 本人以外の者の運転（介護者運転）の場合は重度の身体障がい者・重度の知的
障がい者（手帳に旅客鉄道株式会社運賃減額第１種と記載）

12．自動車改造費用の助成

身体障がい者又は知的障がい者が就労のため自動車の操作装置及び駆動装置等の一部を改造する
必要がある場合、次の補助基準額の範囲内で助成します。
ア）補助基準額 １０万円を限度
イ）所得 制 限 特障手当の所得制限適用
ウ）年 齢 等 町内に居住する満１８歳以上の者
エ）そ の 他 身体障害者手帳または療育手帳を所持し、自動車を就労のため自ら所有し、

かつ運転する方。
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13．自動車運転免許取得費用の助成

身体障がい者または知的障がい者が就労のため自動車を必要とし、第１種普通自動車免許を取
得した場合、次の補助基準額の範囲内で助成します。
ア）補助基準額 経費の２／３以内 （１０万円を限度）
イ）所 得 制 限 なし
ウ）年 齢 等 身体障害者手帳または療育手帳を所持し、町内に居住する１８歳以上の方

14. 重度身体障がい者介助用自動車購入、改造費用の助成

車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者が利用するため、介助者が運転する自動車をリフ
ト付き等に改造または購入する場合、次の範囲内で助成します。
ア）対 象 者 １～２級の下肢、体幹機能障がいで移動に車いす等を使用している身体障がい者

のいる世帯
イ）補助基準額 ４２万円の２／３を限度
ウ）所得 制 限 特障手当の所得制限適用

15. 重度障がい者（児）日常生活用具の助成

日常生活がより円滑に行われるために、日常生活用具を給付（貸与）制度があります。ただし
介護保険から同一種目の給付を受けことができる方は、この制度による給付を受けることができ
ません。なお、費用の一割を負担していただきます。
ア） 種目及び対象者 障がいのある方の年齢、障がいの部位、程度により異なります。

例）盲人用テープレコーダー・盲人用時計・体位変換器・ストマ用装具
歩行補助杖

16．補装具の交付及び修理

身体に障がいのある方に、その障がいを補うための用具（補装具）の交付と修理を行っていま
す。（交付の場合、身体障害者更生相談所で判定を受けなければならない用具もあります。）
ア）対象者
身体障害者手帳を所持し、手帳に表示された障がい名にかかる補装具の交付または修理の必
要な方（ただし、介護保険制度が優先されます。）
イ）補装具の種類

視覚障がい → 盲人安全杖、眼鏡、義眼等
聴覚障がい → 補聴器
肢体不自由 → 義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行補助杖、歩行器

座居保持いす等
内部障がい → 手押し型車椅子、歩行補助杖、歩行器等

ウ）費 用
費用の一割を負担していただきます。

17．障がい者ショートステイ

在宅で障がいにある方を介護されている家庭が、病気、出産、冠婚葬祭、事故、災害等または
介護疲れによる休養や旅行などの理由で一時的に介護できない場合。
ア）対象者
身体障害者手帳又は療育手帳を有する方。

イ）費 用
費用の一割を負担していただきます。

18．障がい者デイサービス

在宅の身体障がい者の方に自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上等の支援のためのサ
ービスを提供しています。

ア）対象者
在宅の身体障がい者
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イ）費 用
費用の一割を負担していただきます。

19．障がい者ホームヘルプサービス

重度の障がいのため日常生活に支障がある身体障がい者・知的障がい者及び心身障がい児がい
る家庭に、ホームヘルパーを派遣し、身体介護や家事のお手伝いをします。
ア）対象者
身体障がい者・知的障がい者及び心身障がい児がいる家庭で、本人、または家族が身体介護
や家事の援助を必要とするとき。
イ）内 容
役場で許可を受け、事業所と契約し、サービスの提供を受ける。

ウ）費 用
費用の一割を負担していただきます。

20．身体障害者郵便投票制度

選挙の行使が困難な重度の身体障がい者の方のために、選挙の際、自宅で郵便により投票をす
る制度があります。
ア）対象者
①両下肢、体幹または移動機能障がいで１、２級の身体障害者手帳を有する方。
②心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸のいずれかの障がいで１、３級の身体障害者手帳を
有する方
イ）内 容
衆・参議院議員、県知事、県議会議員、町長、町議会議員の選挙の際、自宅で郵便による投
票をすることができる。
ウ）方 法
八百津町選挙管理委員会に身体障害者手帳を添えて本人の署名により申請。

21．更生医療

身体に障がいをもつ方がその障がいの程度を軽くしたり、日常生活上効果が見込まれると医師
が認めた場合に、医療の給付を行っています。
ア）対象者
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方。

イ）内 容
指定医療機関による診察、薬剤または治療教材の支給、手術その他の治療等。
（心臓障がいのペースメーカー埋め込み術や腎臓障がいによる人工透析法等）
ウ）費 用
費用の一割を負担していただきます。

22．声のサービス事業 （町社会福祉協議会事業）

音訳ボランティアの協力で、目が不自由な方へ町広報、保健センター便りなどを録音したカセ
ットテープを郵送で届けます。

ア）対象者 町内の視覚障がい者のうち希望者
イ）費 用 無料

23．重度心身障害者タクシー利用料金助成事業 （町社会福祉協議会事業）

重度の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者がタクシーを利用する際の料金の一部を助成
します。

ア）対象者 ・身体障害者手帳１級から３級の交付を受けている方
・療育手帳Ａ１からＢ１の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳１級又は２級の交付を受けている方

イ）助成額年間 タクシー基本料金２４回分（年度途中で申請があった場合は、月割で助成）
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24．重度身体障害者通院費用助成事業 （町社会福祉協議会事業）

重度の身体障がい者が医療機関に通院する費用を助成します。

ア）対象者 医療機関で人工透析治療を受けている方
イ）助成額 年間、レギュラーガソリン２４０リットル、又はタクシー基本料金４８回分

（年度途中で申請があった場合は、月割で助成）

25．車いす搭載軽自動車（ほほえみ号）の貸出し （町社会福祉協議会事業）

身体の障がいなどで自家用車の使用が困難な方に対し、車いすのまま乗り込みができる軽自動
車の貸出しを行います。

ア）対象者 町内の身体障がい者、寝たきりの高齢者等で日常生活において常時又は一時的
に車いすが必要な方及びそれに類する身体状態の方

イ）利用目的 制限なし
ウ）利用料 無料

26. 八百津町親子教室 （児童デイサービス）

心身に障がいのある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓
練を行います。

場 所 福祉センター２階
開設日 火曜日～土曜日（土曜日は午前中のみ）

（日曜日、祝日はお休みです。）

27. その他の制度

電話料金・公共施設利用料・公共料金・携帯電話・自動車税等の割引制度やその他いろいろな制
度がありますので健康福祉課に問い合わせ下さい。

Ⅳ 資金の貸付制度

１．母子・寡婦福祉資金制度

母子・寡婦家庭の経済的自立を助け、生活意欲の助長を図り、併せて扶養している児童の福祉を
増進するため資金を貸し付ける制度です。
ア）対象者
２０歳未満の児童を扶養している母子家庭の母、またはかって母子家庭の母として２０歳未満
の児童を扶養していた方で、現在配偶者のいない方。
イ）資金の種類
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、修学支度資金、技能習得資金、修業資金
就職支度資金、生活資金、療養資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、児童扶養資金
（修学資金及び支度資金は無利子、他はすべて３％の利子）

２．生活福祉資金貸付制度 （問い合わせは社会福祉協議会）

低所得者、障がい者、または高齢者に対し資金の貸付と必要な援助指導を行います。
ア）資金の種類
①更生資金 ②福祉資金 ③住宅資金 ④修学資金 ⑤療養、介護資金 ⑥緊急小口資金
⑦災害援護資金 ⑧離職者支援資金 ⑨長期生活支援資金
※ ④修学資金、⑤療養、介護資金は無利子

イ）貸付条件
①貸付利子 原則として３％
②据え置き期間 原則として６ヶ月
③連帯保証人 原則として１名（６５歳以下）
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３．生活一時資金貸付制度 （町社会福祉協議会事業）

生活困窮世帯に対して、他の法令等による援助を受けるまでの間、一時的に生活資金の貸付を
行います。

ア）貸付限度額 ５万円
イ）貸付条件
①貸付利率 無利子（償還に延滞があった場合、延滞利子１０．７５％）
②償還期限 １年以内
③連帯保証人 町内居住の保証能力のある方１名

Ⅴ 医療費の助成

１．重度心身障害者医療費助成

ア）対象者
身体障害者手帳１級から３級所持者、療育手帳のＡ１・Ａ２・Ｂ１の所持者及び精神障害者
保健福祉手帳の１、２級所持者並びに戦病者手帳特別項症～第４項症までに該当する方で、身
体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障がいの級別が４級で所得が一定の額未満の方。
所得制限有
イ）助成内容
総医療費から保険給付を控除した額を助成する。高額医療に該当する場合は、自己負担限度
額を助成する。

２．乳幼児等医療費助成

ア）対象者
満１５歳に達する最初の年度末までの方（所得制限無）

イ）助成内容
総医療費から保険給付を差し引いた額を助成。
高額医療に該当する場合は、自己負担限度額を助成します。

３．母子・父子家庭等医療費助成

母子・父子家庭などの父母及びその方が扶養している１８歳の誕生日の属する年度末までの子ど
もが病院などで受診した場合、保険診療にかかった自己負担額について助成する制度です。
ア）対象者
母子・父子家庭などで１８歳の誕生日の属する年度末までの児童と生計を同じくする方、
及びその児童（所得制限有）
イ）助成内容
総医療費から保険給付を控除した額を助成。
高額医療に該当する場合は、自己負担限度額を助成します。

４．その他の医療費助成

ア）対 象 者
身体障害者手帳４級所持者（７０歳から７４歳もしくは、後期高齢者医療制度加入者となる
まで）

（所得制限＝父母及び生計を維持している方の前年の所得税の合計が３万円未満である世帯の方）
イ）助 成 内 容
総医療費から保険給付等（附加給付を含む）及び総医療費の１割を控除した額と高額医療費
が支給される場合の自己負担限度額に５分の３を乗じて得た額とを比較して、少ない方の額を
差し引いた額を助成します。
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Ⅵ 生活保護制度

世帯の生計を維持していた方が病気で収入がなくなったり、多額の医療費の支払いにより生活の維
持が困難になった場合、他からの援助がないときは、国の定めた最低生活の保障を行ないます。
保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助等があります。

Ⅶ 災害弔慰金等

１．災害弔慰金及び災害援護資金
自然災害により死亡した町民の遺族に対する特別弔慰金、知的障がいまたは身体に著しい障が
いを受けた町民に対する災害見舞金、被害世帯に対する災害援護資金の貸付を行います。
ア） 金額及び貸付額
①災害弔慰金の額 生計維持者の死亡 ５００万円（その他 250万円）
②災害障害見舞金 生計維持者の重度の障がい２５０万円（その他 125万円）
③災害援護資金貸付 被害の種類、程度に応じ ３５０万円以内

2．災害見舞金の支給 （町社会福祉協議会事業）

自然災害又は火災により、重大な被害を受けた世帯に災害見舞金を支給します。

ア）見舞金の額
①全失（全壊、全焼、全流失等） ５万円
②半失（半壊、半焼等） ２万円
③床上浸水 １万円
＊人的な被害が発生した場合、上記に加算があります。

イ）支給制限
災害の発生が町内の広範にわたり被災世帯が多数にのぼる場合及び八百津町から弔慰金等
の支給を受ける場合、被災世帯の世帯員の故意又は重大な過失により発生した火災の場合は、
見舞金を減額及び支給を停止する場合があります。

Ⅷ 相談・支援

１．民生委員・児童委員

生活にお困りの方をはじめとして、子ども、お年寄り、障がいをもつ方、母子家庭の方などの
相談に応じたり、地域福祉活動の推進、さらに関係行政機関との協力などの幅広い活動をしてい
ます。町内には３０名の民生委員・児童委員が国より委嘱されています。(内２名は主任児童委
員)

２．身体障害者相談員・知的障害者相談員

身体及び精神に障がいをもつ方、またはその家族からいろいろな相談に応じ必要な指導・助言
を行うとともに施設入所や就学、就職などについて関係機関との連絡にあたります。この相談員
は民間の協力者で、障がいをもつ方の中から身体障害者相談員８名（内、県の相談員を３名）と
知的障害者相談員１名（県の相談員）が委嘱されています。

3．心配ごと相談 （町社会福祉協議会事業）

日常生活の中で発生する様々の心配ごと・困りごとの相談を電話等で受付け、相談員により解
決につなげます。

ア）相談窓口 社会福祉協議会事務局（４３－４４６２）

イ）相談受付日・時間
土曜・日曜・国民の祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く、
午前９時から午後４時まで
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4．無料法律相談 （町社会福祉協議会事業）

法律の専門的な知識が必要な問題について、弁護士が相談にあたり問題解決に努めます。

ア）相談日 年間６回程度
イ）相談人数 １回６人程度（要予約、申込み多数の場合抽選）
ウ）相談時間 １人３０分程度
エ）相談費用 無料
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Ⅸ 参考資料
参考資料１ 介護保険の概要

１．介護保険の加入者

区 分 第 １ 号 保 険 者 第 ２ 号 保 険 者

年 齢 ６５歳以上 ４０～６４歳

保 険 料 所得に応じて算定 加入中の医療保険により異なる

徴 収 方 法 年金からの天引き → 特別徴収 加入している医療保険制度の保険者
納付書による納付 → 普通徴収 が医療保険と一緒に徴収

介 護 保 険 証 全員に交付 特定疾病が原因で要介護・要支援の状
態になった場合に交付

※ 特定疾病

がん末期／関節リウマチ／ 筋萎縮性側索硬化症／後縦靭帯骨化症／骨折を伴う骨粗鬆症／

初老期における認知症／パーキンソン病関連疾患／脊髄小脳変性症 ／脊柱管狭窄症／早老症 ／

多系統萎縮症／糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症／脳血管疾患／

閉塞性動脈硬化症／慢性閉塞性肺疾患／両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【がん末期の取扱い】
がん末期については平成１８年４月に特定疾病に追加されることになり、40歳から64歳のがん末期に
より介護が必要となった方は介護保険によるサービスの利用が可能となりました。

６５歳以上の保険料 保険料：年額

基準額に
区 分 対 象 者 対する割合 保険料

第１段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で 0.50 16,500円
本人及び世帯全員が住民税非課税

第２段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で 0.50 16,500円
合計所得額 + 課税年金収入額が80万円以下

第３段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で 0.75 24,700円
第２段階以外

第４－１ 本人が住民税非課税で 0.90 29,700円
段階 合計所得額 + 課税年金収入額が80万円以下

第４－２ 本人が住民税非課税 1.00 33,000円
段階 （世帯内に住民税課税者がいる場合）

第５段階 本人が住民税課税で 1.25 41,200円
合計所得額が２００万円未満

第６段階 本人が住民税課税で 1.50 49,500円
合計所得額が２００万円以上

４０歳～６４歳までの人の保険料 （国民健康保険の場合）

所得割 資産割 均等割（被保険者） 平等割（世帯別）

保険料率 １．２％ ７．０％ ９，０００円 ７，０００円

保険財政の負担状況

国 ２５％（平均） 県 12.5% 町 12.5% 第２号被保険者 31.0% 第１号19.0%
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２．サービス（給付）の利用手順

① 申請 健康福祉課介護保険係に要介護認定の申請を行う
② 調査・審査 調査員が訪問調査し、心身の状況・介護の必要性等を調査
③ 医師の意見書 かかりつけの医師の意見書
④ 介護認定審査会 ②③について審査会で総合的に判断し判定する
⑤ 認定 必要な介護の度合いに応じて７つの区分に分け認定
⑥ 通知 認定された介護区分・支給限度額等を記載した保険証交付
⑦ 介護サービスプランの作成 （ケアマネジャーを選択しケアプランを作成）
⑧ サービスの給付 プランに応じてサービスを受ける。

※ ④において自立と判断されても次の介護保険対象外サービスが受給できます。
軽度生活援助事業 → ヘルパーの派遣
生きがい活動支援通所事業 → デイサービスへの通所
生活管理指導短期宿泊事業 → ショートステイ（養護老人ホーム）

３．要介護状態区分

介護の度合いに応じて、以下のように分けられます。この区分によって利用できるサービスや限度額
がことなります。

要支援１
介護保険の
介護予防サービス

要支援２ (新予防給付）

要介護１

要介護２

介護保険の
要介護３ 介護サービス

（介護給付）

要介護４

要介護５

市区町村が行う
非該当 介護予防事業

（地域支援事業）

４．主な在宅サービスの支給限度額

１ヶ月に利用できる支給限度額内で、在宅サービスなどを組み合わせて利用できます。
主な在宅サービスの支給限度額

単位：円

要介護状態区分 １ヶ月の支給限度額 １ヶ月自己負担額

要支援１ 49,700 4,970

要支援２ 104,000 10,400

要介護１ 165,800 16,580

要介護２ 194,800 19,480

要介護３ 267,500 26,750

要介護４ 306,000 30,600

要介護５ 358,300 35,830
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各月末要介護（要支援）認定者数の推移 平成20年度

※別紙エクセルファイル参照

要支援１ 要支援２ 計 経過的要介護 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 合 計
第１号被保険者 67 48 115 0 51 76 95 61 34 317 432
６５歳以上７５歳未満 3 7 10 0 7 9 14 7 11 48 58

７５歳以上 64 41 105 0 44 67 81 54 23 269 374
第２号被保険者 1 2 3 0 0 6 3 0 1 10 13
総 数 68 50 118 0 51 82 98 61 35 327 445
第１号被保険者 75 47 122 0 51 80 91 63 31 316 438
６５歳以上７５歳未満 6 8 14 0 7 8 10 6 8 39 53

７５歳以上 69 39 108 0 44 72 81 57 23 277 385
第２号被保険者 1 2 3 0 0 6 2 0 1 9 12
総 数 76 49 125 0 51 86 93 63 32 325 450
第１号被保険者 71 55 126 0 51 75 89 65 32 312 438
６５歳以上７５歳未満 6 10 16 0 8 8 10 6 7 39 55

７５歳以上 65 45 110 0 43 67 79 59 25 273 383
第２号被保険者 1 2 3 0 0 6 2 0 1 9 12
総 数 72 57 129 0 51 81 91 65 33 321 450
第１号被保険者 72 51 123 0 53 74 91 68 34 320 443
６５歳以上７５歳未満 7 10 17 0 9 8 10 7 8 42 59

７５歳以上 65 41 106 0 44 66 81 61 26 278 384
第２号被保険者 1 2 3 0 0 5 2 0 1 8 11
総 数 73 53 126 0 53 79 93 68 35 328 454
第１号被保険者 77 53 130 0 50 81 81 68 36 316 446
６５歳以上７５歳未満 7 9 16 0 9 8 9 6 8 40 56

７５歳以上 70 44 114 0 41 73 72 62 28 276 390
第２号被保険者 1 2 3 0 0 5 2 0 1 8 11
総 数 78 55 133 0 50 86 83 68 37 324 457
第１号被保険者 77 51 128 0 47 78 80 67 34 306 434
６５歳以上７５歳未満 8 9 17 0 9 6 9 7 7 38 55

７５歳以上 69 42 111 0 38 72 71 60 27 268 379
第２号被保険者 1 2 3 0 1 4 2 0 1 8 11
総 数 78 53 131 0 48 82 82 67 35 314 445
第１号被保険者 78 51 129 0 49 75 79 71 33 307 436
６５歳以上７５歳未満 9 10 19 0 8 5 9 7 5 34 53

７５歳以上 69 41 110 0 41 70 70 64 28 273 383
第２号被保険者 1 2 3 0 2 4 3 0 1 10 13
総 数 79 53 132 0 51 79 82 71 34 317 449
第１号被保険者 80 52 132 0 50 74 83 71 34 312 444
６５歳以上７５歳未満 10 11 21 0 9 6 9 7 5 36 57

７５歳以上 70 41 111 0 41 68 74 64 29 276 387
第２号被保険者 2 1 3 0 2 4 3 0 1 10 13
総 数 82 53 135 0 52 78 86 71 35 322 457
第１号被保険者 76 56 132 0 51 71 85 74 31 312 444
６５歳以上７５歳未満 11 10 21 0 8 5 9 7 5 34 55

７５歳以上 65 46 111 0 43 66 76 67 26 278 389
第２号被保険者 2 1 3 0 2 4 3 0 1 10 13
総 数 78 57 135 0 53 75 88 74 32 322 457
第１号被保険者 74 58 132 0 50 68 88 72 34 312 444
６５歳以上７５歳未満 11 8 19 0 8 5 13 7 5 38 57

７５歳以上 63 50 113 0 42 63 75 65 29 274 387
第２号被保険者 2 1 3 0 2 4 3 0 1 10 13
総 数 76 59 135 0 52 72 91 72 35 322 457
第１号被保険者 75 61 136 0 52 68 87 71 34 312 448
６５歳以上７５歳未満 11 9 20 0 7 6 12 8 5 38 58

７５歳以上 64 52 116 0 45 62 75 63 29 274 390
第２号被保険者 2 1 3 0 2 4 3 0 1 10 13
総 数 77 62 139 0 54 72 90 71 35 322 461
第１号被保険者 70 59 129 0 53 70 93 68 33 317 446
６５歳以上７５歳未満 12 8 20 0 8 6 11 8 6 39 59

７５歳以上 58 51 109 0 45 64 82 60 27 278 387
第２号被保険者 2 1 3 0 2 4 3 0 1 10 13
総 数 72 60 132 0 55 74 96 68 34 327 459

各月末要介護（要支援）認定者数 平成２０年度

４月

５月

６月

１月

２月

３月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月
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参考資料２ 後期高齢者医療制度の概要

１．後期高齢者医療制度で医療を受ける対象者
・７５歳以上の方（６５歳以上で７５歳未満の方で障がい認定を受けた方）

２．医療の給付
・医療機関の窓口に「後期高齢者医療被保険者証」を提示し治療を受けることができます。
・窓口で支払う費用（一部負担金）は外来・入院ともかかった費用の１割、現役並み所得（下記
要件）のある方は３割の負担。

☆ 所得による負担区分

区 分 窓口負担 該 当 要 件

現役並み所得者 ３割 同一世帯に住民税課税所得者が１４５万円以上の後期高齢
者医療制度の被保険者がいる方。ただし、後期高齢者医療制
度の被保険者の方の収入合計が、２人以上で５２０万円未満
１人で３８３万円未満であると申請した場合は、「一般」の
区分と同様になります。また、70歳以上の人および後期高齢
者医療被保険者の人の収入の合計が、２人以上の世帯は５２
０万円未満の場合は、申請により「一般」となり１割負担と
なります。

一 般 一定以上の所得者、低所得Ⅱ、Ⅰにいずれもあてはまらない
方。

１割
低 所 得 Ⅱ 同一世帯にいる全ての世帯員が住民税非課税である場合

同一世帯にいる全ての世帯員が住民税非課税で、各所得
低 所 得 Ⅰ （収入－必要経費等）が０円であり公的年金収入が８０万円

以下の方

※ 低所得Ⅱ・Ⅰに該当する方は住民税務課 で「限度額適用・標準負担額減額認定証」
の申請をし交付を受ける必要があります。

※ 毎年８月に再判定を行い、負担割合の変わる方は新しい被保険者証を郵送します。

☆ 自己負担限度額

自 己 負 担 限 度 額
区 分

外 来 外 来 ＋ 入 院
（個人ごと） （世帯ごと）

現役並み所得者 44,400円 80,100円＋(医療費総額から267,000円を超えた分の1％）
（12ヶ月間に4回以上支給があった場合、４回目以降は
44,400円になります）

一 般 12,000円 ４４，４００円

低 所 得 Ⅱ ２４，６００円

8,000円

低 所 得 Ⅰ １５，０００円

※ ひと月の自己負担額（入院時の食事代や保険のきかない差額徴収料は除く）が上表中の限度額を

超えた場合は限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
※ 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料等は支給の対象外となります。

☆ 入院時の食事代（１食分として定められた額を食事を要した回数分支払います）

一定以上所得者・一般 １食 ２６０円

９０日までの入院 １食 ２１０円
低 所 得 Ⅱ

９０日を越える入院（過去１２ヶ月の入院日数） １食 １６０円

低 所 得 Ⅰ １食 １００円
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☆ 療養病床に入院する場合

所 得 区 分 １食当たりの食費 １日当たりの居住費

現役並み所得者、一般 ４６０円※ ３２０円

区分Ⅱ ２１０円 ３２０円

区分Ⅰ １３０円 ３２０円

老齢福祉年金受給者 １００円 ０円

※管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす医療機関の場合。
それ以外は４２０円となります。

３．医療費が払い戻される場合

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、その後、住民税務課の医療年金窓口に申請す
ると、自己負担額を除いた全額が払い戻されます。（医師の証明書、領収書等が必要）
・やむを得ず医療受給者証を持たずに診療を受けたとき。
・海外渡航中に医療機関にかかったとき。
次の場合は医師が認めた場合。
・コルセットなどの補装具代がかかったとき。
・手術などで輸血に用いた生血代
・はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき。

４．後期高齢者医療高額医療費の支給

ひと月の自己負担額が（入院時の食事代や保険のきかない差額徴収料等は除く）限度額を超えた場合
は、限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。該当する方には診療した月の８ヶ月程後に高
額医療費のお知らせ・申請書を郵送しますので、それに記入の上申請してください。

５．こんな時は届け出を・・・。

こ ん な 時 届け出に必要なもの

一定の障がいのある方が６５歳になったとき又は６ 身体障害者手帳または医師の診断書
５歳～７５歳未満で障がいのある状態になったとき 健康保険証 （障がい認定の手続き)

転出するとき 保険証（県外へ転出する場合のみ）

転入してきたとき 負担区分等証明書（県外からの転入）
保険証（県内からの転入）

町内で転居のとき 保険証

生活保護を受けたり医療保険の資格喪失のとき 保険証

死亡したとき 保険証

※ 後期高齢者医療に加入されている方は、県外へ転出する場合「負担区分等証明書」が必要
となるので転出の際は必ず交付申請をすること。
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参考資料３ 社会福祉協議会業務 資料提供 八百津町社会福祉協議会

① 日常生活用具給付等の状況 （ 単位 ＝ 件 ）

日 常 生 活 用 具 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

車 椅 子 ３１ ２２ ３５ ３１

特 殊 寝 台 ２９ ４ ５ ５

エ ア ー マ ッ ト ６ １ ０ ０

② 給食サービス実施状況 （ 単位 ＝ 世帯・食 ）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度
給 食 サ ー ビ ス

世帯数 延べ配食数 世帯数 延べ配食数 世帯数 延べ配食数

独 居 世 帯 ６２ １，１４０ ６１ １，１１５ ６１ ９０４

高 齢 者 夫 婦 世 帯 ９ ３８２ ９ ３２８ １１ ４１６

重度身体障がい者世帯 ２ ２６ ２ ４０ ２ ４５

合 計 ７３ １，５４８ ７２ １，４８３ ７５ １，３６５

③ 介護教室開催状況 （ 単位 ＝ 回・人 ）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度
介 護 教 室

実施回数 延べ人員 実施回数 延べ人員 実施回数 延べ人員

要 援 護 老 人 世 帯
１ １１５ １ １５ １ ２０

一 般

合 計 １ １１５ １ １５ １ ２０

④ その他の相談サービス実施状況 （ 単位 ＝ 人・回・件 ）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度
相 談 サ ー ビ ス

実 人 員 開 催 回 数 延べ受付件数 実 人 員 開 催 回 数 延べ受付件数 実 人 員 開 催 回 数 延べ受付件数

心 配 ご と 相 談 ８ 随時 ８ ６ 随時 ５ ８ 随時 ８

無 料 法 律 相 談 ４０ ６ ３４ ４３ ６ ３６ ３３ ６ ４２

合 計 ４８ 随時 ４２ ４９ 随時 ４１ ４１ 随時 ５０

⑤ シルバー人材センター （ 単位 ＝ 人・件 ）

シルバー人材活用 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

登 録 者 数 １４２ １４７ １５０ １６１

延べ受託事業件数 ５６４ ６３８ ６６３ ７１９

延 べ 参 加 人 員 数 ７，９３７ ８，５５７ １０，２６３ １０，５８３

⑥ 在宅ねたきり老人 （ 単位 ＝ 人 ）

区 分 八 百 津 伊 岐 津 志 和 知 久田見 福 地 潮 南 合 計

在 宅 ３６ １７ ２６ ２８ ４ １２ １２３

入 院 ０ ０ ２ １ ０ ０ ３

合 計 ３６ １７ ２８ ２９ ４ １２ １２６



- 24 -

各施設電話番号

施 設 名 電 話 番 号 Ｆ Ａ Ｘ 番 号

八 百 津 町 役 場 ４３－２１１１ ４３－０９６９

八 百 津 保 育 園 ４３－０１９６ ４３－０１９６

錦 津 保 育 園 ４３－０４４９ ４３－０４４９

和 知 保 育 園 ４３－０５１９ ４３－０５２６

久 田 見 保 育 園 ４５－１２７６ ４５－１２７６

潮 南 保 育 園 ４２－１０２７ ４２－１０２７

蘇 水 園 ４３－００７０ ４３－４３５２

敬 和 園 ４３－２２８０ ４３－２２８５

社会福祉協議会事務局 ４３－４４６２ ４３－４４６２

社会福祉協議会 介護事業所 ４３－４４７０ ４３－４４６５

白竹の里八百津分場わたげの家 ４３－８０８０ ４３－８０８１

し お な み 苑 ４２－０００５ ４２－０００６

八百津支援センター ４３－４０４１ ４３－４００５

東 部 支援センター ４９－２８０６ ４９－１７０１

福祉センター（夢広場ゆうゆう） 43-2111 内線2582 ４３－２１６５


